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はじめに 
 

本書は、「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／建物オール電化政策に対応した

住宅用フレキシブルエネルギーマネジメントに係る実証事業（米国・加州）」の終了時評価に係る報告書

であり、ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程第２９条に基づき「脱炭素化・エネルギー転換に資する我

が国技術の国際実証事業／建物オール電化政策に対応した住宅用フレキシブルエネルギーマネジメントに

係る実証事業（米国・加州）」終了時評価分科会を設置し、事業評価実施規程に基づき、評価を実施し、確

定した評価結果を評価報告書としてとりまとめたものである。 
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「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／ 
建物オール電化政策に対応した住宅用フレキシブルエネルギーマネジメントに係る実証事業 

（米国・加州）」 
個別テーマ／終了時評価分科会 

 

評価委員会コメント及び評点の集約結果 
 
1. 総合評価       

＜肯定的意見＞ 
・ 環境・エネルギー政策で先進的である一方、電力需要の日変化の平準化が課題とされる米国カリフォルニ

ア州において実証事業を行い、居住者の行動変容とエネルギー使用のピークシフトについて一定の成果を

得られた点は高く評価できる。また、相手国側と良好な関係を構築し、次の実証協力の可能性を得られた

点も高く評価できる。 
・ 本事業を行った経験、得られた結果は非常に示唆に富むもので、今後の展開、国内での低圧分野の DR 普

及に貢献するものである。 
・ コロナ禍で様々な制約がある中で、計画とオンスケジュールで実証を推進して一定の結果を出し、本実証

の実務経験や成果・課題を踏まえた普及展開策について業界をリードしながら推進をしている点について

高く評価できる。 
・ 居住者からのクレームなく行動変容につながる実験結果が得られている点は、当該技術の優位性を示すも

のであり、また実証結果と残課題が明確に整理されている点も評価できる。 
・ 再エネや蓄電池などの導入が進むカリフォルニア州で、脱炭素に向けてチャレンジングな取り組みを行っ

ている CEC と NEDO のチャネルを構築できたことは、CN に向けた日米の協力体制をより充実したも

のとできる可能性があり大いに評価できる。今後も様々な機会を通じて、協力関係を深めて頂きたい。 
・ 消費者の行動変容を通じた省エネ自体には政策的な重要性もあり、特に家電メーカーの取組みには、電力

市場の構造変化を先取りした電機製品の開発･展開を進め、日本の産業競争力強化の一翼を担うなど、様々

な波及効果が期待される。 
・ DR 先進国の米国で実証を行えたこと、技術的には可能性を確認できたものの、社会実装には距離感が残

る検討となった点について、今後に生かしていくきっかけとなったものと思料する。 
 
＜今後に対する提言＞ 
・ 本実証事業で得られた知見を活用し、米国カリフォルニア州での次の事業展開、国内での事業環境の整備

と普及体制の構築に大いに期待する。 
・ 本事業は、低圧分野の DR という非常にアプローチや実験が難しい領域で、入り口の調査的なレベルで成

果を得たものと位置づけられる。SMUD の関係構築ができたことや、当分野で経験と知見を有する UC
デービスとの協業等の実績も有効に活用して、次のステップにつなげていただきたい。 

・ 日本において、DR-Ready に向けた低圧 DR に関する取組が立ち上がりつつある。本事業で得られた経

験・知見を、国内の取組において主体的に活かしていただきたい。 
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各論 
2.1 . 事業の位置付け・マネジメント 

・ NEDO の事業枠の趣旨、求める成果のレベルに照らした場合、本事業はそれに適合しているか疑問が残

る。事業の意義や成果を見ると重要なものであるといえるが、NEDO の評価基準からは評点が低くなら

ざるを得ない。一方で、本事業のようなレベル感のものを NEDO 事業として支援することは必要なこと

であると思われるため、これらの観点から採択から評価までの考え方についての検討を深めていただきた

い。 
・ 本件は事業化に向けた一歩手前の実証としてスタートしたものの、結果として事業化に向けては環境整備

等が必要など一定の時間を要する結果となっており、計画時点の想定とどこが違っていたのかを明らかに

して事業採択の際の教訓としていくべきである（本実証の成果自体は有意義であることから、より技術実

証寄りの事業で採択すべきではなかったかという点も含め）。 
・ また実証対象数が 8 軒と少ないことは様々な制約から仕方がない面はあるものの、実証結果の蓋然性を

高める方策などにより、本結果をもって事業に着手できる（少なくとも事業計画を詳細化できる）成果と

なっていない点は、実証計画の策定段階での対応も含めて改善すべき点である。 
・ NEDO における「事業化、普及の前段階の実証」という趣旨に合致するかについては別途ご検討いただ

きたいが、「建物オール電化政策に対応した」エネルギーマネジメント、の題目を重視するならば、需要

家の特性の面、および住宅を構成する機器の種類の面で、いっそうカバレッジを広げた実証を重ねて、知

見を加えていくことが期待される。 
・ 繰り返しになってしまうが、実証対象数が非常に小さく統計的に有意であるか否か等の事前検討が必要で

はないか。 
 

＜肯定的意見＞ 
・ 米国カリフォルニア州は世界の中でも脱炭素政策をリードしている。そのような地域において、居住者

の好みや快適性を考慮しながら、家電機器のエネルギー使用を最適制御する方法の有効性について、貴

重なデータが得られた。 
・ カリフォルニアエネルギー委員会（CEC）は重要なエネルギー政策および計画を担う機関である。CEC

と良好な関係を築けたことは、今後のエネルギーマネジメント技術の普及に寄与するところが大きい。 
・ 電力・エネルギーのトランジッションの最先端を行くカリフォルニアにおいて、また、先進的取り組み

を推進することで著名な電気事業者 SMUD との協働によって、多くの課題への対応、制度設計の考え

方など、低圧エリアの DR の本格的な取り組みがスタートしつつある日本にとって極めて重要な知見を

多数得ており、国内への裨益が期待できる。 
・ NEDO として初めて CEC との連携による事業実績となり、今後のプロジェクト組成などにつながる布

石として期待できる。 
・ 再エネや蓄電池などの導入が進むカリフォルニア州で、脱炭素に向けてチャレンジングな取り組みを行

っている CEC と NEDO のチャネルを構築できたことは、CN に向けた日米の協力体制をより充実した

ものとできる可能性があり大いに評価できる。今度も様々な機会を通じて、協力関係を深めて頂きたい。 
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・ エネルギー需給対策として省エネが最もコスト効率的であることは広く知られており、かつ、住宅その

ものの改築や大がかりな設備を必要とせずに、家電製品の使い方の面でどのように行動変容を促すか、

というテーマは、非常に重要であったと考える。 
・ 目下、米国が抱えている、住宅の供給不足･価格高騰という問題を勘案しても、この点は高く評価される

と思料する。 
・ 米国側の実施体制について、加州エネルギー委員会と地域電力会社に加え、顧客情報の分析ツールを

有しており、かつ個人が特定されないビッグデータの形で提供してくれる大学を加えた点は、今回の

実証事業の遂行面でも、長期的な関係構築の面でも、納得のいくものであった。 

・ DR 先進国の米国において、住宅を対象に国際実証を実現できたことは評価できる。 
・ 実証事業について、米国側でも一部経費の負担を行っており、米国側の本気度がうかがえ、評価できる。 
・ 国際実証を実施後、米国側とのチャネルが開け継続的なコミュニケーションが取れる状態にある点も評

価できる。 

 

＜改善すべき点＞ 
・ 家族構成、生活様式、経済水準、文化的背景など、居住者の属性の多様性を考えると、実証住宅 8 軒は

十分な数と言えず、居住者の行動変容やピークシフト受容度について、今回の実証結果だけで直ちに一

般的な結論を導くことはできない。 
・ 本実証事業者も認識しているように、集合住宅での実証研究など、更なるデータ収集が望まれる。 
・ 本事業制度が目的としている「事業化」という点では、当該事業は入り口の調査的取り組みが出来たと

いうレベルではないか。事業予算や住民の協力などの制約は多々ある中で、意義ある成果をあげている

と評価するものの、位置づけという点ではどのように評点をつけるべきか難しい（内容的には A だが、

事業制度上の位置づけとしては B または C か）。 
・ 本事業のように、海外においてチャレンジングな領域に踏み込む内容の取組を NEDO として支援する

ことは是非取り扱って欲しいが、事業制度とのミスマッチがあるのではないか。応募条件や審査を緩め

るのは良い方法とは思えないが、この事例をみると、チャレンジングな提案が出てくるような公募の仕

方など、NEDO として検討されたい。 
・ 実証対象数が 8 軒である点は様々な事情を考慮して仕方がないとしても、実証の結果の蓋然性をより高

める方策（例えばアンケート等）を計画に織り込んでおくことで、さらに充実した成果とできたと思う。 
・ 加州は、省エネ･再エネ関連政策において米国でも最も先進的であり、制度的に先行している海外市場で

の実証である、とは言える。しかし日本への還元という観点からは、「オール電化を推進し、かつ意図的

に火力と原子力を棄てようとしている加州」と、「ガスの選択肢を残しつつ、意に反して原子力を活用で

きていない日本」という、政策環境の差異は小さくないと思われる。 
・ 前述のとおりハコモノではなく人間の行動変容に注目するからこそ、電力需要家の属性、生活パターン

が重要性をもつと思われ、この点でも、日本に還元するためには、米国の実証事業で得られた顧客理解

と実証結果が、日本の需要家に応用可能なものなのか、腹落ちしないものが残った。 
・ 実証対象数の選定にあたって、統計的な観点から有意性を確認すべきであったと思料する。また、NEDO

はこの点から指導すべき点もあったのではないかと思料する。 
 

 



 

4 
 

2.2 . 実証事業成果      
＜肯定的意見＞ 
・ 本実証事業で用いた手法（選択肢を与えて行動変容を促す情報提供の仕方）は、単純な電力ダイナミッ

クプライシングの導入に比べて、居住者の受容度は高いことが示唆されており、効果的なエネルギーマ

ネジメントの可能性を示したと評価できる。 
・ 家電機器の種類ごとにインセンティブ意欲度（ピークシフト受容度）の傾向を把握できたことは有用で

ある。 
・ 事業者は本事業を通じて、SMUD の過去の経験、それに基づく改善や結果など、得難い知見を獲得でき

ている。 
・ 実験結果の定量的な分析や考察も深く行われており、今後の展開に向けた重要なデータになると考え

る。 
・ 居住者からのクレームなく行動変容につながる実験結果が得られている点は、当該技術の優位性を示す

ものと言える。 
・ 実証結果と残課題が明確に整理されている。 
・ 実証の対象者が 1 年間、飽きずに継続できたこと自体が、一般消費者であればもっと短期間で関心を失

うケースが多いのではないかと推測されるため、効果的な働きかけ方を追求していくうえで成果と呼べ

ると考える。 
・ 実証の対象者数が少ないことが委員会の場でも問題として挙がっていたが、投入された予算の範囲内で

可能な件数であったという意味で、見合った成果が得られたと思われる。 

・ 米国の実態を踏まえ、技術の可能性やビジネスモデルのあり方を検討することができた点は評価でき

る。 
 

＜改善すべき点＞ 
・ 約 1 年間のデータ取得を通して、ピークシフト受容の可能性は得られたが、一般論として、行動変容（ピ

ークシフト行為）が習慣として定着するか、飽きられるか、人間行動を明らかにするには、さらにデー

タが必要である。 
・ 今回の実証で対象にした住宅の数が非常に少ないため、得られた結果の普遍性という点が弱いと言わざ

るを得ない。 
・ 実証対象数が 8 軒と少なく、また当該地区の需要家属性を代表した抽出となっているわけでも無いた

め、本結果をもって事業に着手できる（少なくとも事業計画を詳細化できる）成果となっていない点は、

実証計画の策定段階での対応も含めて改善すべき点である。 
・ 既存技術や競合技術との優位性についての定量的な評価は、薄かったと感じた。 
・ エネルギー消費削減効果・石油代替効果及び CO2削減効果についても、比較可能な充分なデータが示さ

れ説得的な説明が加えられた、との印象にまでは至らなかった。 

・ 「建物オール電化政策に対応した」という事業の建付けと照らすと、実証の対象とされた機器の範囲

が不充分と感じられた。 
・ 技術の可能性を検証したことと、事業として実装できることは別物であり、本実証事業では事業性の確

保が容易ではないことが示されたものと理解しているが、その点が明記されていないように思われる。 
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2.3 . 事業成果のアウトカム   
＜肯定的意見＞ 
・ DR 機能搭載家電の普及率などを考えると、本実証事業が直ちにビジネス展開に繋がるとは言えないが、

ビジネス展開の環境整備に着手している点は評価できる。 
・ 事業によって得られた結果は大変興味深く、今後の展開や国内での低圧分野での DR 普及に向けて、貴

重なデータとなると考える。 
・ 直近の事業化は難しいという結論ではあるが、本実証の実務経験や成果・課題を踏まえた普及展開策に

ついて業界をリードしながら推進しており、実体験を基にした地に足のついた取組みが期待できる。 
・ 需要家を動機づけるのに必要な金銭的メリットを推計し、今回の実証結果を踏まえると事業者にとって

収益性が見込めないことを明らかにした上で、ビジネスモデルの検討がされており、まず、儲かる事業

に仕立てるのが難しいことがよく理解できた。 
・ 実証を行ったエリアにおいて、需要家の動機付けについてどのようなポイントが有効かを理解した上

で、サービスメニューを考えるきっかけとなったと思われること。 

＜改善すべき点＞ 
・ 今後検討開始のビジネスモデルにおいて、ポイント・インセンティブの効果は限定的ではないかという

疑問は残る。カリフォルニア州ではヒートポンプ機器導入の高い目標を定めているようであるが、IEA
の報告によれば、世界的に見て建物におけるヒートポンプの導入レベルは非常に低い。収益性にかかる

１つの要因は、ピークシフト時の電力使用削減量であることから、安定して 1 日あたりのピークシフト

量が確保できるか、データの蓄積が必要と考える。 
・ ビジネスモデルという点では初期的な概要に留まっており、経済性の検討についてもごく簡単な試算に

よりレベル感をみたものにすぎない。また、試算の前提も根拠が弱く、説得性がない。 
・ 本件は事業化に向けた一歩手前の実証としてスタートしたものの、結果として事業化に向けては環境整

備やステークホルダの同意が必要としている。 
・ 特に制度や事業要件、市場形成等の環境整備は事業成立の要件として実証をはじめる前から課題として

ある程度想定しうる点であるため、計画時点の想定とどこが違っていたのかを明らかにして事業採択の

際の教訓としていくべきである（本実証の成果自体は有意義であることから、より技術実証寄りの事業

で採択すべきではなかったかという点も含め）。 
・ 実証に参加した対象者が少ないことと関連して、サービスとして事業化する場合のターゲットとする

顧客層や市場規模など、分析が不足している感が否めない。「具体的かつ実現可能性の高いビジネスプ

ラン」という点で、事業化の前の、規模を拡大しての実証あるいは、実装に向けた社会実験を行って

いく段階ではないか、との印象を受けた。 

・ 対象国（米国）よりもむしろ日本国内での当該技術の普及について、ビジネスモデルや体制面の検討が

進んでいるが、本実証事業で得られた知見がどのように活かされるのか、資料及び説明からは情報不足

との印象が残った。 
・ 限定的なサンプル数で実証を行ったのみであり、その結果をもって経済性評価を行うことは困難である

ように思われる。 
・ 報告されたビジネスモデルはそれほど工夫がされているものではないと思料する。質疑応答の中で事業

者においてはもっと深いモデル検討を行った形跡があり、どこまでの情報を報告するかという点につい

ては課題が残っていると感じた。 
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３．評点結果 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・マネジメント 2.0 B B B B B 

２．事業成果 2.2 A B B B B 

３．事業成果のアウトカム 1.6 A C C C B 
（注）素点：各委員の評価。平均値は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し算出。 
 
 
注）基本計画におけるアウトプット目標 
【終了時評価に関する目標】 

終了時評価実施規程に基づく事業評価の対象期間中に実施する個別テーマの終了時評価の評価項

目のうち、「事業の位置付け・マネジメント」について、４段階のうち最上位又は上位の評点を得る

個別テーマの比率を、全体の７割以上とする。 

 
〈判定基準〉 
１．事業の位置付け・マネジメント 

  

・評価基準に適合し、非常に優れている              →A 

・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B 

・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある       →C 

・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である      →D 

２．実証事業成果   
・評価基準に適合し、非常に優れている              →A 

・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B 

・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある       →C 

・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である      →D 

1.6 

2.2 

2.0 

0.0 1.0 2.0 3.0

３．事業成果のアウトカム

２．事業成果

1．事業の位置づけ・マネジメント
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３．事業成果のアウトカム   
・評価基準に適合し、非常に優れている              →A 

・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B 

・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある       →C 

・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である      →D 

 

 



 

 

 

 

 

 

第２章 評価対象事業に係る資料 

  



0

1



2

3



4

5



6

7



8

9



10

11

Thermostat
YS4003-UC

https://www.manualslib.com/pro
ducts/Yolink-Ys4003-Uc-
13584306.html
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13



14

15



16

17



18

19



20

21



22

23



24

25



26

27



28



 

 

 

 

 

 

参考資料 評価の実施方法 

  



脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／ 
省エネルギー型海水淡水化システムの実規模での性能実証事業（サウジアラビア王国）」／ 

個別テーマ 終了時評価に係る評価項目・基準 
 

 

１．事業の位置付け・マネジメント 

(1) 政策的必要性 

・ 事業の成果は、省エネルギー、新エネルギー技術の普及に資するものであったか。または、

制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証等の場合、その成果は日本への還元

が期待できるか。 

・ 相手国政府との政治・経済的な関係を考慮した効果的なアプローチとなっていたか。 

  

(2) NEDO 関与の必要性 

・ 民間企業のみで取り組むにはリスクが高いこと、かつ社会的意義（実証研究を実施し、ま

たその後普及することで、対象国・地域や日本におけるエネルギー問題、二酸化炭素排出、

インフラ整備、雇用、人材育成等、各種課題の解決への貢献又は波及）があることにより

公的資金を投入する意義があったか。 

 

(3) 相手国との関係構築の妥当性 

・ 相手国側との間で、適切に役割及び経費が分担されたか。 

・ 相手国の政府関係機関から必要な協力が得られたか。また、政府関係機関との間で今後の

普及に資する良好な関係が構築できたか。 

 

(4) 実施体制の妥当性 

・ 事業者と相手国企業との間で構築された協力体制は妥当であったか。 

・ 事業者の実施体制（当該事業に関係する実績や必要な設備、研究者等）は妥当であったか。 

 

(5) 事業内容・計画の妥当性 

・ 事業の内容や計画は妥当であったか。 

・ NEDO が負担する経費について、項目や金額規模は妥当であったか。 

・ 対象技術について、国際的な技術水準や競合技術の状況が適切に分析され、我が国が強み

を有するといえるものであったか。 

・ 標準化の獲得が普及促進に資すると考えられる場合、標準化に向けた取組が適切に実施さ

れていたか。 

・ 事業の進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に適切に対応

していたか。 

 

２．事業成果 

(1) 目標の達成状況と成果の意義 

・ 事業の目標を達成したか。未達成の場合は、その原因が分析され、課題解決の方針が明確

になっているなど、成果として評価できるものか。 



・ 実証研究を通じて、既存技術や競合技術との優位性を定量的に検証することができたか。 

・ 投入された NEDO の予算に見合った成果が得られたか。 

・ 目標として設定し、さらには実際に事業で得られたエネルギー消費削減効果・石油代替効

果及び CO2削減効果は妥当な水準であったか。 

・ トラブル対応など、実証研究を通じて得られた経験が教訓として蓄積されているか。 

 

３．事業成果のアウトカム 

(1) 事業成果の競争力 

・ 相手国やその他の国・地域において普及の可能性があるか。将来的に市場の拡大が期待で

きると考えられるか。（そう考えるに至った根拠を経済性評価の資料等で示すことが望ま

しい。） 

・ 普及段階のコスト水準や採算性は妥当と考えられるか。また、事業終了から普及段階に至

るまでの計画は、事業化評価時点のものより具体的かつ妥当なものになっていると考えら

れるか。 

・ 競合他者に対する強み・弱みの分析がなされているか。特に、競合他者に対して、単純な

経済性だけでない付加価値（品質・機能等）による差別化が認められるか。 

・ 想定されるビジネスリスク（信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、規制

リスク等）が棚卸されているか。その上で、これらリスクに係る回避策が適切に検討され

ているか。 

 

(2) 普及体制 

・ 営業、部材生産、建設、メンテナンスなどの役割分担毎に、他社との提携や合弁会社の設

立など、ビジネスを実施する上での体制が検討されているか。（既に現地パートナーとの提

携の実績がある、現地又は近隣に普及展開のための拠点を設置することについて検討され

ていることが望ましい。） 

・ 当該事業が事業者の事業ドメインに合致している、又は経営レベルでの意思決定が行われ

ているか。 

 

(3) ビジネスモデル 

・ 相手国やその他普及の可能性がある国・地域での普及に向けて、具体的かつ実現可能性の

高いビジネスプランが検討されているか。また、外部環境（内外の技術・市場動向、制度

環境、政策動向等）の状況を踏まえているか。 

・ 相手国やその他普及の可能性がある国・地域において、普及に資する営業活動や、標準化

活動などのオープン・クローズ戦略が検討されているか。 

・ 事業者が継続的に事業に関与できるスキームとなっているか。 

 

(4) 他の国・地域等への波及効果の可能性 

・ 当該技術の普及が、相手国・地域のみならず、他の国・地域や日本におけるエネルギー問

題、CO2排出抑制、インフラ整備、雇用、人材育成、制度設計等、各種課題の解決への貢献

又は波及効果が期待できるか。 


